
東京都教育委員会は 

学校における働き方改革を推進しています！ 

東京都教育委員会 

 

 

    

 

 

 

○先生や子供たちと向き合う時間が増えた 

○退勤時間が早くなった 

○精神的な余裕をもてるようになった 

〇視野が広がり、ミスが減った。etc… 

令和７年３月更新版 

●任用時のシステム設定 
～権限付与により運用の幅を広げる～ 

          ・・・１～４ページ 

 

●業務依頼の工夫① 
～「自分でやる」から「支援員に依頼する」へ～  

          ・・・５～１１ページ 

 

●業務依頼の工夫② 
～「点で依頼する」から 

「データを蓄積する」「支援員を育成する」へ～ 

         ・・・１２～１６ページ 

 

●参考資料    ・・・１７～２４ページ 

 

副校長の負担軽減に、 

        御活用ください！ 

本ガイドは、学校マネジメント強化事業実施校で、支援員の円滑な運用の一助とな

ることを目的に作成しました。業務の事例、学校で取り組んでいる運用の工夫等も

掲載しております。各校の実態に合わせ、支援員の経歴、得意分野を活かして運用

してください。 

本ガイド作成の目的 

支援員を活用することの効果 

都立学校編 



任用時のシステム設定 

 １ 副校長が支援員に各権限を付与するための設定 

 （１）経営企画室において「内部認証システム」の「ユーザー情報管理」から支援員の 

    転入処理をする。 

   

  【注意点】 

  〇原則として「教員系」で転入処理をしてください。 

  ※処理後、行政系職員の履歴がある支援員のメールアドレスも「教員アドレス帳」内で「職級なし   

   （教員）」と表示されますが取扱に影響はありません。 

  

 【参考】「教育庁情報システムポータル」 

     →「教育庁情報システム関連Ｑ＆Ａ」 

     https://tokyotocho.sharepoint.com/sites/300044/Lists/3000440725_keijiA/AllItems.aspx 

 

 【サポート】 

  原則    ・・・ＴＡＩＭＳ統合ヘルプデスク TEL：０１２０－５３２１－９９  

  教員系行政系のどちらにも職員番号がない場合 

        ・・・人事部職員課任用担当 学校マネジメント強化事業担当者  

                         TEL：０３－５３２０－６７９１ 

           ※職員番号は、発令通知書の右下に記載されています。 

  

 

 （２）付与する権限 

   副校長の権限である服務管理等について、支援員にも、出張や年休・職免申請の処理状況に係る 

  閲覧権限を付与しますと、差戻し時の説明（申請内容の修正指示）等を依頼しやすくなります。 

   具体的な権限の範囲は、副校長と関係教職員で協議し、上記（１）の操作の中で権限を付与して 

  ください。 

 

 【他の権限付与の例】 

  〇校内のネットワークにおいて、副校長とデータのやり取りをするためのフォルダを新設、同等の 

   アクセス権限を付与する。 

  〇調査統計システムに係る権限を付与する（詳細は「２ 支援員が調査統計システムを利用する 

   ための設定」を参照）。 

～権限付与により 

   運用の幅を広げる～ 
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 ２ 支援員が調査統計システムを利用するための設定 
   

  １の登録完了後に支援員が利用者として登録されたことを確認して、次の手続きを行ってください。 

  ※反映まで１週間程度かかる場合があります。 

 

 （１） 調査統計システムのシステム担当者（ＩＣＴリーダー等）が、「任意のユーザーグループ」  

     で支援員１名のみのグループ「副校長マネジメント支援員」を作成する。 
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①「調査統計システム」→「メニュー」→「システム管理」の画面で操作を開始 

②「システム管理」→「ユーザーグループ管理（学校）」を選択 

③ 「追加」を選択 

④「グループ名称」を入力し、「追加」を選択 
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⑤ グループを選択 

⑦ 対象者にレ点を入れる 

⑧ 「選択」を選択 

⑨ 対象者が反映されていることを確認する 

⑥ 「グループ対象者設定」を選択 

⑩ 「登録」を選択 
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 （２） 副校長は、依頼公開レベルが「教育管理職」又は「副校長」（のみ）である調査があった 

     場合、原則として（１）で作成した「副校長マネジメント支援員」のグループに“追加公 

     開”する。 

    【参照】 「教育庁情報システムポータル２」  

        →「調査統計システムＱ＆Ａ掲示板」 

         https://tokyotocho.sharepoint.com/sites/20200008/Lists/202000080107_keijiA/Category.aspx 

        →「カテゴリー１：０００ドキュメント」 

        →「操作説明資料（スライドショー）」 

        →「７ 学校編 『４ ユーザーグループ管理（学校）』」  

 

 

 （３） 副校長は、支援員に上記（２）で“追加公開”された調査及び依頼公開レベルが「全教職 

     員」の調査のうち前年度に副校長が回答している調査について内容をプリントアウト・マ 

     ーカー等することを依頼する。副校長はその内容を確認し、回答作成を依頼する。 

      

     ※ 前年度の調査回答を参照の上、依頼すると良い。 

 

 

 （４） 副校長は、支援員に教職員へのデータ提出依頼や取りまとめを依頼し、支援員が作成した 

     回答案を確認する。 

      

 

 

 （５） 副校長は、支援員が作成した回答案を確認した後、支援員に、回答を調査統計システム、 

     電子メール等で提出するよう依頼する。 

 

 ※ 支援員に「（副校長の）代行権限」を設定することは、本事業の趣旨に沿わないため行って 

   はなりません。 

 ※ 支援員に調査統計システムを利用させる際は、各種規定や趣旨に沿った権限の設定をお願い 

   します。 

 

 【参照】 「教育庁情報システムポータル」 

        →「操作説明資料」  
 

https://tokyotocho.sharepoint.com/sites/20200008/Lists/202000080107_keijiA/DispForm.aspx?

ID=23&Source=https%3A%2F%2Ftokyotocho.sharepoint.com%2Fsites%2F20200008%2FLists%

2F202000080107_keijiA%

2FCategory.aspx&ContentTypeId=0x0100A0977D5192DA9640AEC8AED1B4907DC3&id=%2Fsites%

2F20200008%2FLists%2F202000080107_keijiA 



業務依頼の工夫① 

 １ 任用時に、校長・副校長から支援員・教職員等に以下のことを確認する。 
   

  〇 支援員が事業目的を理解し、副校長の負担軽減のための業務にあたること 

  〇 個人情報の取扱いにおける注意事項 

   ※守秘義務を一層順守するとともに、各種職権の濫用等がないよう、次の資料を 

    ご活用ください。 

    「地方公務員法」 

    「教職員の服務の厳正について（５教人職第１２７号）」 

     https://tokyotocho.sharepoint.com/sites/1176/Lists/kyo_somu_1027/AllItems.aspx 

 
  ２ はじめは、支援員の業務を、ある程度基礎的なものに固定する。 
   

   〇 副校長は実務必携や本ガイドをもとに、依頼する業務を示してもよい。 

    （例）●電話対応       ●出勤簿・出退勤処理システム管理 

       ●年休・出張簿等処理  ●安全確認・環境整備 等 

～「自分でやる」から 

   「支援員に依頼する」へ ～ 

  【業務切り出しの例】 
   

  手順が確立している業務のうち、必ずしも副校長が行わなくても良い部分を整理して依頼する。 

教員が休暇や

出張の申請を

する。 

確認・承認

する。 

出勤簿の整理・

学校日誌への記

録を行う。 

 

副校長の 

権限が必要 

副校長の権限がなく

ても対応可能 
補佐に依頼！ 

教員がアン

ケート等を

提出する。 

提出状況の

確認・集約

をする。 

内容の確認を

する。 

副校長の 

権限が必要 

副校長の権限がなく

ても対応可能 
補佐に依頼！ 

  【副校長の声】 

「判断をする」「管理をする」ということを副校長の仕事と考え、それ

以外の部分を支援員に任せています。フローが確立している業務を支援

員と分担して進めることによって、効率がよくなりました。   
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 ３ 副校長が新たに支援員に依頼する業務を決める。  
   

  〇 まず、支援員の得意分野を聞き取り、把握する。 

 【教育管理職経験者】 

   副校長の業務を理解している 
  ●学校基本調査      ●学校評価集計と報告書作成 

  ●出張、年休等の処理   ●勤務の振替処理 

 

 【事務経験者】 

   表計算ソフト等のスキルが高い 
 ●学校評価集計、表、グラフ等作成       ●長期休業の動静表作成 

 ●職員名簿作成     ●学校要覧作成     ●通知文作成 

 ●研究発表会等資料準備補助（プレゼンテーション作成、調査分析、グラフ作成等） 

 【教員経験者】 

   学校の業務への理解が高い 
 ●安全管理    ●校内巡視    ●外部対応    ●調査対応 

 ※次ページ「支援員の経歴による強み例」もご参照ください。 

【民間企業経験者が表計算ソフトで作成した図表等の例】   

  校舎改修に当たり、仮校舎に移転した際に急遽必要となった各部屋の表示や校内巡回  

 チェック表等の作成を支援員に依頼しました。（都立村山特別支援学校） 

【私立学校や専門学校の教員経験者に依頼している業務例】   

●学習塾への広報活動  

教員としての経験だけでなく、私立学校や専門学校

等の様々な学校の実態や生徒の様子を見てきた経験

があるからこそ、所属校の良さに気付き、広報活動

に活かすことができています。 

          （都立板橋有徳高等学校） 
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〇支援員の経歴による強み例 

 元管理職 元教員 元学校事務職員 元行政事務 元企業等 

  

 

 

・副校長の業務  

 と個人情報管 

 理を理解して 

 いる 

 

 

 

・学校の仕組み、 

 業務に理解があ 

 る 

・学校の仕組み、 

 業務に理解があ 

 る 

 

・パソコンを使用 

 した事務処理の 

 スキルが高い 

 

・諸帳簿への理解 

 がある 

・パソコンを使用 

 した事務処理の 

 スキルが高い 

 

・人材によっては 

 経理の経験があ 

 る 

・パソコンを使用 

 した事務処理の 

 スキルが高い 

 

・学校を外から見 

 る視点をもって 

 いる 

 ・国・都・市か 

 らの調査回答 

 

・授業観察及び 

 助言 

 

・教員研修の資 

 料作成補助等 

 

 

・校内巡視や外部 

 対応 

 

 

・休暇・出張等の 

 教職員の服務管 

 理 

・各種調査への回 

 答 

 

・文書作成 

・作成文書のダブ 

 ルチェック 

 

・業務のスケ 

 ジュール管理 

 ※管理職の指示 

 の下で業務を 

 行うことを支 

 援員が理解す 

 ることが必要 

※職務経験がない 

 業務については 

 事前の説明が必 

 要 

※職務経験がない 

 業務については 

 事前の説明が必 

 要 

※職務経験がない 

 業務については 

 事前の説明が必 

 要 

※服務関係等、職 

 務経験がない知 

 識を要する業務 

 については事前  

 の説明が必要 

 

※経験した業種に 

 より強みが異な 

 るなるため、個 

 別に得意分野の 

 把握が必要 

※支援員の経験により、強みは変わります。 

強
み 

依
頼
業
務
例 

  【副校長の声】 

本校の支援員は過去に医療事務に従事していたこともあって事務仕事に

長けており、効率的な業務運営を提案してくれるので、業務改善、時間

外勤務の短縮につながっています。 

  

留
意
点 

支援員が複数の学校で副校長を経験しているため、生活指導や地域支援

に関わるところで、支援員の意見をもとに対応できることが多く、大変

助かっています。 

 

  



 ４ 校務システム上の副校長と共有できる場所に「支援員専用フォルダ」を作成し、 

   業務に必要な資料を入れて依頼する。 

業務ごとにフォルダを作成し、必要な様式等を入れる。 

「業務依頼票」を各フォルダに入れると

さらに指示が明確になる。 

自律的に業務を進めてもらうように業務

を指示する。 

 

副校長「専用フォルダに〇日までの〇〇

の資料を入れておきました。」 

支援員「分かりました。確認します。」 

 ★「業務依頼票」の活用で、明確な業務指示と業務記録を行う。   

支援員が出勤した時に副校長が離席していて直接やりとりができ

ない場合等に備え、各フォルダに副校長が作成した「業務依頼

票」を入れておく。依頼した業務の記録にもなり、次年度少しの

手直しで業務依頼できる。 

※「業務依頼票」の様式、記入例は９、１０ページを参照 

ルーティーンを確立し、効率化 

支援員

出勤 

業務依頼票

の確認 

業務 

開始 

-８- 

自己申告 



-９- 
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〇実際に依頼している一部の業務例 （文書作成等） 

小金井市立第一中学校 
学校要覧の作成 

毎年発行しているものですが、学校のイメージが

より伝わりやすくなるよう、新しく学校の写真を

全面に配置するデザインに変更しました。これ

は、支援員の発案です。内容についても、副校長

と支援員とでダブルチェックを行うことにより、

情報や表記の正確性が高まります。 

支援員発案のデザイン 

-１１- 

青梅市立西中学校 

「学校だより」や「コミュニティスクール

だより」の作成 

校長や副校長が執筆した原稿をもとに、レイ

アウトを工夫しながら仕上げていきます。学

校によっては、完成したものを近隣の地域に

配付するという業務もあります。 

拡大掲示の作成 

年に数回しか使用しない専用の機械で作成す

るため、支援員が使用方法を把握することで

副校長の負担を軽減します。 

都立村山特別支援学校 

頻繁に使用する伝言メモの作成 

授業で席を外していることの多い先生たち

に、副校長がなかなか声をかけることができ

ない様子に気づいた支援員が、定型の伝言メ

モを作成しました。メモの記入や受け渡しも

支援員が行うことで、副校長の負担が軽減さ

れます。 



～「点で依頼する」から  

「データを蓄積する」「支援員を育成する」へ～ 業務依頼の工夫② 

 １ 副校長は、次年度に備え「月別」「業務別」にフォルダを整理して依頼する。 
   

 

支援員専用 

フォルダ ６月 

依頼した業務ごと

にフォルダを作成

していくと、１年

間の業務の流れが

把握できる。 支援員の業務が落ち着いている時に、

データの整理やファイルの整理をするよ

うにあらかじめ依頼しておくことも一つ

の方法。 

【これまでの業務に関する資料の整理例】   

 支援員自身が、これまでに指示された業務や副校長に確認した際に使用した資料等をファ

イリングすることで、同じ業務にあたる時やわからないことがあった時に素早く確認ができ

るようにしています。 （葛飾区立こすげ小学校） 

-１２- 

01-依頼書 

02-たより等 

  【副校長の声】 

副校長だけでは、ファイリングやデータの管理を徹底する時間の確保が難しいときが

ありますが、支援員に整理を依頼することで、情報共有やデータの検索がしやすい環

境を整備することにつながっています。  



【支援員が作成した引き継ぎ書の例】   

 会計年度任用職員は単年度任用ですが、東京都の規定に従って再度任用が認められる場合があり

ます。再度任用が決定した場合でも、同一校での勤務を保障するものではなく、副校長の支援を要

する別の学校へ異動する場合もあります。そのため、業務の合間を縫って、支援員自身があらかじ

め引き継ぎ書を作成しておくことも業務の効率化につながります。 

                                （都立村山特別支援学校） 
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 ２ 支援員を「育成する」視点から業務を依頼する。 
 

  学校で働いた経験のない支援員に対しては、「学校」という場を知ってもらうことから  

 始まります。葛飾区立こすげ小学校では、再度任用で３年間同じ学校に勤めている支援員 

 に対して、次のような流れで依頼業務の幅を広げていきました。 

１年目 
 【主な依頼業務】 

 〇学校日誌の記入、休暇職免処理簿・出勤簿の整理 

 最初はメモ書きで丁寧に指示を出していました。 

学校日誌や出勤簿等の業務を行うことを通して、教職員の名前や顔

を覚えるように支援員に伝えました。支援員と教職員・事務室とが

連携し、互いに助け合える職場環境づくりにつながります。 

２年目 
 【追加した依頼業務】 

 〇会計年度任用職員の勤務実績まとめ 

 〇調査等の下調べ 

 会計年度任用職員の毎月の勤務実績報告を、取り組み

やすいものから支援員に任せていきました。初めて任せ

る時には副校長と支援員が一緒に行い、徐々に支援員が

一人でも行えるようにしました。報告方法が複数通りあ

るため、この業務を支援員に任せることができ、副校長

の負担軽減につながりました。 

３年目 
 【現在の依頼業務】 

 〇会計年度任用職員の勤務実績を地区へ送付 

 〇調査等の回答作成 

 ２年目に依頼していた業務に支援員が慣れてきたの

で、支援員が作成したものを副校長が確認した後、メー

ル送付も依頼するようになりました。 

 １年間の流れを支援員が把握しているため、各種書類

の提出期限の管理等もできるようになり、業務を進める

上での安心感があります。 
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  【副校長の声】 

出勤簿、休暇簿の月末処理のようにやり方をルーティーン化できる業務について、全

て支援員が担当できるように育成したので、生徒対応や保護者対応などの突発的な業

務に副校長が率先して対応できるようになり、結果として問題の未然防止、早期対応

につながっています。 
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※都立学校の支援員の勤務時間は 

 １日７時間４５分です。 

 出勤したら、まず副校長からメールで依頼された業務を確認し 

 ます。副校長は離席していることも多いため、副校長に直接確  

 認することを整理しながら、取り組む業務の順番を決めます。 

 メールで依頼された業務の確認 

～ 朝９時００分 出勤 ～ 

 職員の休暇や出張の状況を確認 

 その日に休暇を取っている先生や、出張に行く先生が正しく手 

 続きできているかどうかを確認します。 

旅行命令簿などの提出がまだの先生

や、提出した書類の修正が必要な先

生の机に、必要な書類を置いておき

ます。記入が必要な内容もあわせて

メモで残します。 

必要な手続きを見つけたら… 判断に迷うことがあった時は… 

自分だけで判断せず、副校長に必

ず確認します。手引き等を一緒に

見て確認した内容は、同じことを

何度も聞かなくて良いように記録

に残します。 

 学校日誌の入力 

 先生たちの勤務状況の確認ができたら、その日１日の学校の状  

 況を学校日誌に入力します。 

 依頼された業務の実施 

 毎日決まった業務が終了したら、その日に依頼された業務を進めます。 

 ・来賓への運動会のお知らせ発送準備  ・教育委員会に依頼された調査の回答作成  等 

 電話の取次ぎや来校した業者の取次ぎ、生徒への対応補助などにも臨機応変に対応します。 



 来校者が予定されている時には、昇降口に案内掲示を出し、 

 下駄箱にも名札の掲示をします。 

 来客対応 

～ １２時００分 お昼休み ～ 

 書類や業務の内容を整理 

 依頼された業務が終わった時は、書類を整理したり、これまで 

 の業務内容をまとめたりしています。どこに何があるかすぐ 

 にわかるようにしておくことで、仕事の効率も上がります。 

いつどのような業務を行ったかを

記録したり、調べたことをまとめ

たりし、同じことを聞く必要がな

いようにしています。 

 本日の業務を報告 

 退勤前に、その日に行った業務内容を副校長に報告します。 

 副校長が離席しているときはメモを残して退勤します。 

給食を食べた後は、事務室で事務

職員と談笑。副校長や支援員の業

務は事務室との連携が必要なもの

も多く、休憩時間は事務室で過ご

すことがよくあります。 

～ １３時００分 午後の勤務開始 ～ 

～ １５時００分 退勤 お疲れ様でした！ ～ 

指示書やよく聞

かれる内容につ

いての資料を

ファイリングし

ています。 
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よく来校する方の名札

や、毎年行われる連絡会

の掲示等は、すぐに対応

できるように整理・保管

してあります。 
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参考資料 
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 【作成に御協力いただいた皆様】 

 

   都立三鷹中等教育学校     都立板橋有徳高等学校 

   都立村山特別支援学校     都立八王子特別支援学校 

   葛飾区立こすげ小学校     小金井市立第一中学校 

   青梅市立若草小学校      青梅市立西中学校 
            

           取材等に御協力いただきありがとうございました！ 

            


